
旭川医科大学消防計画

第１章

　

総

　　

則

第１節

　

計画の目的等

（目的）
第１条

　

この計画は、消防法 （以下「法」 という。） 第８条第１項及び第３６条第１項

　

並びに消防法施行令 （以下「令」という。） 第４条の２の６に基づき、旭川医科大学

　

（看護師宿舎を含む。 以下「本学」 という。） の災害時における、 防火・防災管理業

　

務及び自衛消防組織についての必要な事項を定め、火災、地震その他の災害を予防し、

　

人命の安全並びに被害の軽減及び復旧を図る。

（適用範囲）
第２条

　

この計画の適用範囲は、学生、職員及び患者など、本学に出入りする全ての者

　

及び防火・防災管理の一部を受託している業者とする。

（被害の想定）
第３条

　

この計画の被害想定に関しては、旭川市地域防災計画に基づき、別表１のとお

　

りとし、当該被害想定に対した対策を記載する。

（審議機関）
第４条

　

消防計画は、 定期的にその内容を検討し、 防火・防災管理業務に関する事項は、

　

防火対策専門部会にて審議する。

第２節

　

防災管理者等

（管理権原者）
第５条

　

学長は、管理権原者として、学内の防火・防災管理業務について、全ての責任

　

を持ち、 その業務を総括する。
２

　

管理権原者は、管理的又は監督的立場にあり、かつ、防火・防災管理業務を適正に

　

遂行できる権限を持つ者を、 防火・防災管理者として選任し、 その業務を行わせる。
３

　

管理権原者は、防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合、必要な指示

　

を与えなければならない。
４

　

管理権原者は、防災上建物構造の不備や消防設備等の不備欠陥が発見された場合は、

　

速やかに改修する。
５

　

管理権原者は、防火・防災管理を防災センターと連携して行い、防火・防災管理者

　

を中心とした自衛消防活動体制を確立し、 維持しなければならない。
６

　

管理権原者は、防火・防災管理業務を行う上で必要となる各種法定資格について不
備が生じないよう管理する。

（防火・防災管理者）
第６条

　

防火・防災管理者は施設課長とする。ただし、施設課長が令第３条に定める資



格を有しない場合は、その資格を有する者のうちから学長が命ずるものとする。
２

　

防火・防災管理者は、この計画の作成及び実施についての全ての権限を持ち、次の
業務を行う。

　

（１） 消防計画の作成及び変更・届出

　

（２） 自衛消防組織に係る事項の整備・指導

　

（３） 消火、通報、避難及び患者の誘導訓練の実施

　

（４） 避難通路、 避難ロその他の避難施設の維持管理

　

（５） 火災予防上の自主検査 ～点検の実施と監督

　

（６） 防災管理上の自主検査 ～点検の実施

　

（７） 防火対象物の法定点検（防火対象物点検・防災管理点検） 等の立会い

　

（８） 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及びその立会い

　

（９） 改装工事など工事中の立会及び安全対策の樹立

　

（１０） 火気の使用、 取扱いの指導、 監督

　

（１１） 地震時における収容物等の転倒・落下・移動防止等の安全対策

　

（１２） 学生・職員に対する防災教育の実施

　

（１３） 防災責任者及び火元責任者に対する指導及び監督

　

（１４） 管理権原者への提案や報告

　

（１５） 放火防止対策の推進

　

（１６） 災害活動の拠点となる防災センターに災害活動上必要な情報集約

　

（１７） 放射線物質・毒性物質の管理状況の把握

　

（１８） その他防火・防災管理上必要な業務

（委託者と受託者の契約）
第７条

　

管理権原者は、防火・防災管理業務を一部委託し、その業務に従事する者（以

　

下「受託者」 という。） と当該業務の適正化を図るため、委託契約等の内容 （旭川医

　

科大学警備業務仕様書） の項目に基づき自己点検を行う。

（委託者からの指揮命令及び報告等）
第８条

　

受託者は、 この計画の定めるところにより、 管理権原者、 防火・防災管理者、

　

自衛消防組織の統括管理者の指示、 指揮命令系統の下に適正に業務を実施する。
２

　

受託者は、受託した防火・防災管理業務について、必要に応じて防火・防災管理者

　

に報告する。
３

　

防火・防災管理業務の委託状況は別表５のとおりとする。

（消防機関との連絡）
第９条

　

管理権原者等は、次の業務について、消防機関への報告、届け出及び連絡を行

　

つ。

　

（１） 防火・防災管理者選任 （解任）届出

　　　

防火・防災管理者を定めたとき、又はこれを解任したときは、管理権原者が届

　　

け出ること。

　

（２） 消防計画作成 （変更）届出

　　　

消防計画を作成したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは、防火・防災

　　

管理者が届け出ること。

　　

ア

　

管理権原者又は防火・防災管理者の変更

　　

イ

　

自衛消防組織に関する事項の大幅な変更

　　

ウ

　

用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等・特殊消防用設備等

２



　　　

の点検・整備、避難施設の維持管理及び防災上の構造に関する事項の変更

　　

エ

　

防火・防災管理業務の一部委託に関する事項で次に掲げる内容の変更

　　

（ア）受託者の氏名及び住所

　　

（イ）受託方式

　　

（ウ） 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲

　　

（エ）受託者の行う防火・防災管理業務の方法

　

（３） 自衛消防訓練実施の通知

　　　　

自衛消防訓練を実施するときは、防火・防災管理者があらかじめ消防機関に通

　　

知すること。

　

（４） 自衛消防組織の設置 （変更） 届出

　　　　

自衛消防組織を置いたとき、又は変更したときは、管理権原者が届け出ること。

　

（５） 禁止行為の解除承認申請

　　　　

喫煙、裸火の使用又は危険物品の持ち込みを禁止されている場所において、こ

　　　

れらの行為を行うときは、管理権原者及び防火・防災管理者が確認した後、消防

　　

機関へ申請すること。

　

（６）防火対象物の点検結果報告書を１年に１回、管理権原者及び防火・防災管理者

　　　

が確認した後、 消防機関へ報告すること。

　

（７）防災管理点検の点検結果報告書を１年に１回、管理権原者及び防火・防災管理

　　　

者が確認した後、 消防機関へ報告すること。

　

（８）総合点検終了後の消防用設備等点検結果報告書を、１年に１回、管理権原者及

　　

び防火・防災管理者が確認した後、 消防機関へ報告すること。

　

（９） その他

　　　

建物及び諸設備の設置又は変更を行うときは、事前に連絡するとともに、法令

　　

に基づく諸手続きを行うこと。

（防火・防災管理維持台帳の作成、整備及び保管）
第１０条

　

管理権原者は、前条で報告又は届け出た書類及び防災管理業務に必要な書類

　

等を本計画とともに取りまとめて、 防災維持管理台帳を作成し、整備及び保管する。

（防災対策委員会）
第１１条

　

防災管理業務の適正な運営を図るため、本学に防災対策委員会を設置する。
２

　

防災対策委員会の規程及び構成は別に定める。
３

　

防災対策委員会の開催について、 次の場合は臨時に開催する。

　

（１） 社会的反響の多い火災、地震等による被害が発生したとき

　

（２） 防火・防災管理者からの報告、提案等により管理権原者が必要と認めたとき

第２章 予防的事項

第１節

　

共通的事項

（予防管理組織）
第１２条

　

予防管理組織とは、災害時における被害の予防活動を行う組織と自主点検

　

をするための組織とする。

（予防活動のための組織）

３



第１３条

　

予防活動のための組織は、日常における火災予防及び地震時の出火防止に加

　

え被害発生・拡大防止を図るため、防火・防災管理者の下に、防災責任者及び火元責

　

任者 （以下「防災責任者等」 という。） を置く。
２

　

防災責任者等は、本学の安全衛生管理規程 （平成１６年旭医大達第１６９号） 第１１

　

条、 第１２条に定める安全衛生管理者及び安全衛生管理担当者をもって充てる。

（防災責任者の業務）
第１４条

　

防災責任者は、次の業務を行う。

　

（１） 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。

　

（２） 防火・防災管理者の補佐

　

（３） その他防災管理上必要な業務 （火元責任者の業務は除く。）

（火元責任者の業務）
第１５条

　

火元責任者は、 防災責任者を補佐するとともに、 次の業務を行う。

　

（１） 担当区域内の火気管理に関すること。

　

（２）担当区域内の建物、火気使用設備、電気設備、ガス設備等の管理点検に関する

　　

こ と。

　

（３）担当区域内の引火、発火等の危険のある設備、危険物及び薬品等の管理点検に

　　

関すること。

　

（４） 担当区域内の消防用設備等及び避難通路の確保等の管理点検に関すること。

　

（５）地震時における転倒等の恐れのある機器、器具、薬品類及び危険物等の安全確

　　

認に関すること。

　

（自主点検の実施）
第１６条

　

本学の消防用設備及び特殊消防用設備等は法定点検の他に、自主点検を、別

　

表２のとおり年２回行う。

　

（防火対象物の法定点検等）
第１７条

　

防火対象物の法定点検等は、当該点検の資格を有する点検業者に依頼する。
２

　

前項による点検結果は、その都度記録し保存しなければならない。

　

（消防用設備等の法定点検）
第１８条

　

消防用設備等及び特殊消防用設備等の法定点検は、当該点検の資格を有する

　

点検業者に依頼する。
２

　

前項による点検結果は、その都度記録し
保存しなければならない。

　

（点検結果の記録及び報告）
第１９条

　

防火・防災管理者は、消防用設備等の適正管理及び機能保持のため、自主点

　

検及び法定点検を定期的に行うとともに、消防設備士免状を受けている者又は、総務

　

大臣が認める資格を有する者に点検を行わせなければならない。
２

　

前項による点検の結果は、その都度記録し、 保存しなければならない。
３

　

防火・防災管理者は、不備箇所の修復は速やかに行い、予算措置並びに時間がかか

　

るときは、 改修計画を立て、それらに基づき修復する。
４

　

防火・防災管理者は、 点検結果を管理権原者に報告しなければならない。

４



（防災センター職員）
第２０条

　

防災センター職員は、防火・防災管理者の下において、業務受託者が教育・

　

指導を行い、 災害の発見等に万全を期するものする。
２

　

夜間において、 防災センター職員は、 定時に巡回を行い防災上の安全を確認する。

　

（工事中の安全対策）
第２１条

　

防火・防災管理者は、施工業者に対し工事中の安全対策を樹立するとともに、

　

必要に応じ「工事中の消防計画」 を消防機関に届け出させる。

　

（避難経路図の掲示）
第２２条

　

学内の見やすい場所及びホームページなどに、屋外へ通ずる避難経路図を掲

　

示する。

第２節

　

出火防止措置等

　

（火災予防上の遵守事項）
第２３条

　

本学の職員、学生等は火災予防のため、次に掲げる事項を遵守しなければな

　

らない。

　

（１）火気を使用する設備・器具は、必ず使用する前後に点検し、安全の確認をする

　　

こ と。

　

（２）火気を使用するときは、その設備・器具の周囲を常に整理整頓し、可燃物から

　　

安全な距離を保つこと。

　

（３）火気使用後、 退室するときは、完全消火の確認をすること。

　

（臨時の火気使用等）
第２４条

　

本学の建物内外において、次により臨時に火気を使用等するときは、事前に

　

火元責任者を通じて、臨時火気使用願を防火・防災管理者に提出し、許可を受けなけ

　

ればならない。

　

（１） 催し物等その会場において火気を使用するとき

　

（２） 各種火気を使用する機器を臨時に設置するとき

　

（学内施設に対する遵守事項）
第２５条

　

学生、職員及び患者など、 本学に出入りする全ての者及び防火・防災管理

　

の一部を受託している業者は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、

　　

次の事項を遵守する。

　

（１） 避難ロ、 廊下、 階段、 避難通路等避難施設の機能保持

　

ア

　

避難の障害となる機器の設置及び物品を置かないこと。

　

イ

　

床面は避難に際し、 つまずき、 すべり等を生じないよう維持すること。

　　

ウ

　

避難ロ等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放したときの廊

　　　

下、 階段等の幅員を有効に保持すること。

　

（２） 防火戸、 防火シャッター等防火施設の機能保持

　

ア

　

火災発生時の延焼防止と、有効な消防活動を確保するため、防火戸、防火シャ

　　

ッターは、常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となる物品類を

　　

置かないこと。

　

イ

　

防火戸に近接し、 延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

５



第３節

　

地震による被害の軽減措置等

　

（建物の耐震診断等）
第２６条

　

防火・防災管理者は、地震発生時の建築物・設備の安全性を確認するため次

　　

の措置を行う。

　

（１）耐震診断等の結果をもとに地震発生時の建築物や設備の安全性を確認すること。

　

（２）第３条において定める被害想定及びそれに対応した安全性が確保されているこ

　　　

とを確認すること。

　

（３） 消防用設備等の耐震措置が維持されていることを確認すること。

　

（４） 旭川市が作成・公表する 「旭川市の災害リスク」 や 「ハザードマップ」 等を定

　　

期的に確認し、防火対象物地域の震災時の延焼、周辺建物等の危険実態の把握に

　　

努めること。

　

（地震時の災害防止措置）
第２７条

　

建物・施設の点検は、地震時の災害予防のため、各施設、設備器具の点検の

　

際には、 次の措置を行う。

　

（１） 建築物に付随する看板・窓枠・外壁等の倒壊、 転倒、 落下等を防止すること。

　

（２）火気を使用する機器類の上部及び周辺には転倒、落下の恐れのある物品、可燃

　　

性物品を置かないこと。

　

（３）火気を使用する機器類の自動消火装置及び自動停止装置等の作動検査を行うこ

　　

と。

　

（４） 危険物類の転倒、落下などによる発火防止及び設置状況の検査を行うこと。

　

（収容物等の転倒・移動・落下防止）
第２８条

　

防火・防災管理者は、各室内、倉庫、避難通路、出入り口の家具類などの移

　

動・転倒及び落下防止措置を定め、防災責任者等は、落下防止措置等が行われている

　

ことを確認し、 行われていない場合は、 その措置を行う。

（避難施設・建物損壊への対応）
第２９条

　

避難施設等の点検時には、損壊に備え避難通路を確保するとともに、防火戸

　

や防火シャッターの閉鎖状況、エレベーターの運転制御等の状況を確認する。 特に、

　

廊下や階段等の避難施設に面する防火戸等の状況及び避難ロの解錠方式を確認する。

　

（地震の対応に特有の設備等設置、物資の確保）
第３０条

　

設備等設置、 物資の確保については別表３－１及び３－２に定める。

第３章 応急対策的事項

第１節

　

共通的事項

　

（自衛消防組織の設置）
第３１条

　

本学に火災及び地震等の災害発生時の被害を最小限にとどめるため、自衛消
防隊を置く。
２

　

自衛消防隊の編成・組織及び任務については、 別表４に定めるところによる。

６



３

　

防災センターに、本部を設置し、｝肖防活動の中枢としての役割を果たすものとする。

　

（自衛消防組織の統括管理者）
第３２条

　

自衛消防組織の本部に自衛消防隊長を置き、 統括管理者をもって充てる。
２

　

自衛消防隊長は、火災、地震及びその他の災害の自衛消防活動または訓練を行う場
合、 その指揮、命令、 監督等の一切の権限を有する。

　

（本部の任務・体制）
第３３条

　

本部の任務は、以下のとおりとし、学内全ての場所から災害が発生した場合

　

は自衛消防隊長の指揮の下、 全体の統制を行う。

　

（１） 自衛消防活動の指揮統制、 状況の把握

　

（２） 消防署への情報や資料の提供、消防署指揮本部との連絡

　

（３） 学内・院内にいる人々への案内、 連絡

　

（４） 関係機関や関係者への連絡

　

（５） 消防用設備等の操作運用

　

（６） 避難状況の把握

　

（７） 地区隊長への指揮、 指導

　

（８） その他必要事項
２

　

本部は、活動している地区がある場合、当該地区に対し、協力するとともに、指揮、
統制を行う。
３

　

消防隊の体制は、本部に、指揮班、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、工作班、
地区隊には、通報連絡班、初期消火班、避難誘導班、工作班、救護班、ＲＩ班、 危険
物班を置き、各班の任務は以下のとおりとする。なお、各班に班長を置き、活動の長
期化に備えるため、班員のローテーションを定め、その編成の作成又は変更時には防
火・防災管理者及び自衛消防隊長に報告する。

　

（１） 指揮班

　

ア

　

自衛消防隊長及び地区隊長の補佐

　

イ

　

消防署への情報提供及び災害現場への誘導等消防署への支援

　

ウ

　

その他指揮統制上必要な事項、地区隊は本部への報告

　

（２） 通報連絡班

　

ア

　

被害・避難状況等の情報及び資料の収集

　

イ

　

消防署への通報及び通報の確認（本部のみ）

　

ウ

　

自衛消防隊長、消防隊長の指示、命令の伝達、地区への連絡

　

（３） 初期消火班

　

ア

　

出火場所に直行し、 消火器及び屋内消火栓等による消火作業

　

イ

　

地区で行う消火作業の指揮指導

　

ウ

　

消防署との連携及び補佐

　

（４）・避難誘導班

　

ア

　

出火場所の側近者と協力して避難誘導にあたる

　

イ

　

被害箇所に直行し、 避難開始の指示命令の伝達

　

ウ

　

非常ロの開放確認及び避難上障害となる物品の除去

　　　

．

　

エ

　

逃げ遅れ、 要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助

　

（５） 工作班

　

ア

　

火災発生場所の防火戸、 シャッター、 ダンパー類の閉鎖確認

　

イ

　

非常電源の確保、機器類の運転停止、中央機械室の指揮指導

　

ウ

　

エレベーター、 エスカレーターの非常時の措置

７



エ

　

消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の除去
オ

　

危険箇所の立入禁止区域の設定
力

　

スプリンクラー設備等の散水による水害防止措置
（６）救護班
ア

　

救護所の設置及び負傷者の救護
イ 救急医薬品の確保
ウ

　

救急隊との連携、情報の提供
（７） ＲＩ班
ア

　

放射能被爆警戒線の設定
イ

　

汚染の場合の測定検査
ウ その他応急措置
（８）危険物班
ア

　

ボンベ類、引火性薬品類の管理及び指導
イ

　

麻薬等の管理及び指導
ウ

　

消防署への薬品保管状況の情報提供

　

（活動の実施優先度）
第３４条

　

自衛消防組織は、人命の安全確保を最優先目標とし、火災、地震その他の災

　

害発生時に、人命の安全と被害軽減を図る。

　

（指揮命令体系）
第３５条

　

火災・地震等が発生した場合、管理権原者は速やかに本部を防災センターに
設置する。
２

　

自衛消防隊長が不在の場合は代行者がその職務を行う。優先順位は防災管理規程第

　

１１条第２項のとおりとし、 自衛消防活動に関する権限を付与する。
３

　

防災センターの受託者の要員は自衛消防活動が完了するまで、本部の指揮の下で任
務を行う。

　

（活動の開始時期）
第３６条

　

本部は、自衛消防隊長の判断により活動を開始する。

　

（夜間等における自衛消防活動体制）
第３７条

　

夜間等における自衛消防活動体制は、別紙１により行うものとする。
２

　

夜間等に火災，地震その他の災害等に対して防災センター職員は、災害発生の通報を

　

受けたときは、直ちに別紙２、緊急連絡網に基づき連絡するとともに、災害状況の確

　

認をしなければならない。また、消防署に対して、火災発見の状況、延焼状況等の情

　

報、人的被害状況に係る情報を速やかに提供するとともに、現地案内を行い消防署の

　

指揮の下で協力をすること。
３

　

学内にいる職員・学生が協力する。

　

（緊急招集）
第３８条

　

地震発生時の応急活動のための職員の出勤、自宅待機、退勤等に係る手順は

　

以下のとおりとする。

　

（１）部署毎に定める緊急連絡網に基づき、出勤の可否を連絡し、出勤可能な者を招

　　

集する。

　

（２） 震度５強以上の場合は、自主的に出勤すること。

８



　

（自衛消防組織の装備）
第３９条

　

自衛消防組織の本部の装備並びに管理は、次のとおりとする。

　

（１） 装備

　　

ア

　

指揮班

　　

（ア） 消防計画

　　

（イ）携帯用拡声器

　　

（ウ） 照明器具 （懐中電灯、作業灯）

　　

（エ） 情報伝達器具（ＰＨＳ）

　　

イ

　

通報連絡班

　　

（ア） 非常通報連絡一覧表

　　

（イ） 携帯用拡声器

　　

（ウ） 情報伝達器具 （ＰＨＳ）

　　

ウ

　

初期消火班

　　

（ア） 消火器

　

・ エ

　

避難誘導班

　　

（ア） 携帯用拡声器

　　

（イ）照明器具 （懐中電灯、作業灯）

　　

オ

　

工作班

　　

・（ア） 消防計画

　　

（イ） マスターキー

　　

（ウ） 救助器具 （ロープ、 パール、 ジャッキ）

　　

（エ） 建物図面 （平面図、配管図、 電気設備図）

　　

力

　

救護班

　　

（ア） 救急医薬品

　　

（イ） 担架

　　

（ウ） 救護所設置機材

　　

（エ） 受傷者記録用紙

　　

（オ） 車いす

　

キ

　

ＲＩ班

　　

（ア） ＲＩ測定機器

　　

（イ） 被爆警戒線区域設定用ロープ

　　

ク 危険物班

　　

（ア）引火性薬品等、保管薬品の一覧表

　　

（イ） 麻薬等保管管理

　

（２） 装備の管理

　　　

自衛消防隊長は、装備品の担当責任者を定め、定期的に点検を行い、常時使用で

　　

きるよう維持管理を行い、 記録すること。

第２節

　

火災対応

　

（通報連絡）
第４０条

　

火災の発見者は、直ちに火災ボタン等で急を告げ、別紙１に従い連絡・通報
するとともに、周辺に火災を知らせなければならない。

（消火活動）

９



第４１条

　

初期消火班は、出火場所の側近者と協力し、消火器又は屋内消火栓設備を利
用して初期消火活動を行う。

　

（避難誘導）
第４２条

　

避難誘導班は、出火場所の側近者と協力し、出火階と直上階の者を優先して
避難誘導にあたる。
２

　

エレベーターによる避難は原則として行わない。
３

　

避難誘導にあたっては、携帯用拡声器、懐中電灯等を利用して避難者に避難方向や
火災状況を知らせ、 混乱防止に留意し避難させる。
４

　

逃げ遅れ等について情報を得たときは、直ちに本部へ連絡し、負傷者を救護班に搬
送する。
５

　

避難終了後、人員点呼を行い、逃げ遅れの有無を確認し、本部へ報告する。
６

　

自力避難困難者に対しては、介助要員が避難の支援を行う。
７

　

患者の避難誘導にあたっては、担当医師の指導の下、医療機器、物品などの使用の

　

準備を行い、 医師、看護師など病院内にいる職員があたる。
８

　

避難場所は、別紙３を参考とし、 火災の発生状況によって適宜判断する。

　

（安全防護措置）
第４３条

　

本部の工作班は、火災が発生した場合、排煙口の操作を行うとともに、防火

　

戸、 防火シャッター、 防火ダンパー等の閉鎖、空調設備の原則停止等を行う。

　

（応急救護）
第４４条

　

救護所は、消防署の活動に支障のない安全な場所に設置する。
２

　

救護班は、負傷者の住所、氏名、 電話番号、負傷程度等の必要な事項を記録する。

第３節

　

地震対応

　

（地震発生時の初期対応）
第４５条

　

地震が発生した場合は、次の安全措置を行う。

　

（１）地震発生直後は、身の安全確保を守ることを第一とし、自分自身の安全確保と

　　　

ともに周囲に身の安全確保を呼びかけること。

　

（２）火気を使用する器具の直近にいる職員は、電源の遮断、燃料の遮断等の出火防

　　

止措置を行うこと。

　

（３）中央機械室は、ボイラーの使用停止及びバルブの操作等を行い、機器類の動作

　　

確認と状況を施設課に報告すること。

　

（４）防災責任者は、二次被害の発生を防止するため、各室内、火気使用器具、危険

　　

物薬品等について点検を実施し、その結果を本部に報告する。異常が認められた

　　

場合は応急措置を行うこと。

　

（５）防火・防災管理者は、被害の情報を把握するとともに学内の職員などの安全確

　　

保のため、次の放送を行う。なお、放送設備が使用できない場合は、内線電話等

　　　

を用いて連絡すること。

　　

ア エレベーターの使用の制限

　　

イ

　

落下物からの身体保護の指示

　　

ウ

　

屋外への飛び出し禁止

　

（６）防災センターは、地震情報、緊急地震速報等の情報収集を行い、周辺及び地域

　　　

の情報確認を行うこと。
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（地震時の自衛消防活動の開始）
第４６条

　

地震が発生した場合、大きな揺れがおさまったことを確認後、自衛消防隊長

　

の判断により、 直ちに自衛消防活動を開始する。
２

　

自衛消防隊長は、各班長に被害の状況及び活動状況を報告させ把握する。

　

（地震発生時の被害状況の確認）
第４７条

　

本部の指揮班は、各班からの報告により、被害状況を速やかに把握するよう
努める。
２

　

地区の班長は、職員からの速報により、地区の被害状況を速やかに把握し、本部へ

　

報告する。 報告については、 別紙４ 「施設設備被害状況チェックリスト」 による。
３

　

自衛消防隊長は、各班長からの報告により、次の被害情報を確認する。

　　

ア

　

負傷者数

　　

イ

　

閉じこめ者数

　　

ウ

　

火災等二次被害の有無

　　

エ 建物等の破損の有無

　　

オ ライフラインの状況

４

　

自衛消防隊長は、収集した情報を必要に応じて学内に伝達する。
５

　

自衛消防隊長は、地区からの報告を整理するとともに、人命優先を第一に、被害の

　

内容、程度に応じて、避難手段の確保、機能維持等の優先順位を判断し、消防活動に

　

関する活動方針を決定する。

　　

なお、病院施設における活動方針の決定にあたっては、地区隊長（病院長）または

　

その補佐者等と協議のうえ、旭川医科大学病院事業継続計画 （ＢＣＰ） を尊重するもの

　

とする。

　

（地震時の連絡通報）
第４８条

　

救出が必要な者の発見時における消防署への通報は、連絡通報班が行い、そ

　

の後本部に報告する。
２

　

本部及び地区の通報連絡班は、使用可能な連絡手段を用いて、 関係者に連絡する。

　

（地震時の応急救護）
第４９条

　

地震時の初期救助、初期救護については、 救護班が、 次の活動を行う。

　

また、 活動に際しては、
．状況に応じて周囲の者の協力を求める。

　

（１）負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震の被害状況により緊

　　

急を要する場合は、 救護所へ搬送すること。

　

（２）建物等の下敷きになっている者等、救出が必要な者を発見した場合（以下「要

　　

救助者」 という。） は、自衛消防隊長に知らせる。 救出が可能な時は、周囲の者

　　

と協力して救出を図る。ただし、同時に火災が発生している場合は、原則として、

　　

消火活動を優先し、火災が広がらない状態となってから、救出活動にあたること。

　

（３）ガラスが飛散している場合や倒壊建物や落下物、転倒物等に挟まれたり、閉じ

　　

こめられた人の救出にあたっては、状況を自衛消防隊長に知らせるとともに、救

　　

出作業及び要救助者の安全を確認しながら作業すること。

　

（４） 救助活動は、避難経路の安全を確保してから実施すること。

　

（５） 倒壊現場付近では、消火器や水バケツ等を準備し、不測の事態に備えること。

　

（６） 危険が伴う救出機材等は、機器の取扱いに習熟した者が担当すること。

　

（７）救出の優先順位は、原則として人命の危険が切迫している人から救出し、多数
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の要救助者がいる場合は、 救出作業が容易な人を優先すること。
（８） 救護班は、 速やかに救護所を設置すること。

　

（エレベーター停止等への対応）
第５０条

　

地震によるエレベーターの停止に際し、本部の工作班は、以下の活動を行う。

　

（１） 中央機械室、 防災センターに対し、 停止エレベーターを確認させ、 インター

　　

ホンにより内部に呼びかけを行い、 閉じこめ者の有無を確認すること。

　

（２） 閉じこめ者が発生している場合は、 速やかにエレベーター会社の緊急連絡先

　　

に通報すること。

　

（３） 閉じこめ者に対し、 エレベーター会社へ連絡したこと、 その他地震の状況等

　　

を連絡し、 落ち着かせること。

　

（４） 消防署又はエレベーター会社が到着した場合は、停止状況等の情報を伝達し

　　

現場まで誘導すること。

　

（５） エレベーターが使用できない場合又は一部のエレベーターのみが動いている

　　

場合は、 学内に伝達するとともに、 各階に掲示し、 利用の自粛を図ること。
２

　

地震によるエレベーターの停止に際し、 職員は以下の活動を行う。

　

（１） 閉じこめられた場合は、 インターホンにより中央機械室、 防災センターに閉

　　　

じこめられた旨を早急に連絡するとともに、 けが人の有無等を伝えること。

　

（２） エレベーターの閉じこめ者を確認した時は、 速やかに中央機械室、 防災セン

　　　

ターへ連絡を行う。 中央機械室、 防災センターは、 速やかにエレベーター会社

　　　

の緊急連絡先に通報すること。

　

（地震による出火への対応）
第５１条

　

地震が発生した場合、次の出火防止措置を行う。

　

（１） 揺れが収まったら、 火気の使用する器具の直近にいる職員は、 電源、 ガス等の

　　

遮断を行うこと。

　

（２）防災責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気の使用器具及び

　　

危険物等について点検を実施し、 異常が認められた場合は応急措置を行うこと。
２

　

火災が発生した場合は、通常の火災対応を準拠し、初期消火班を中心に迅速な対応

　

をとる。
３

　

複数箇所から出火して初期消火班の能力を超えている場合は、本部の指示に従うと

　

ともに、人命に影響を及ぼす場所の火災を優先する。

　

（避難施設・建物損壊への対応）
第５２条

　

避難施設の損壊に備えて、工作班を中心に、以下のとおり避難経路を確保す

　

る。

　

（１）物品の転倒により、防火設備の避難扉への開放が出来なくなり、避難通路とし

　　

て使用が不可能となることがないよう、 周辺の物品等の管理を徹底すること。

　

（２）火災の発生の際は、非常ロや階段が変形・損傷して使用不能となった場合に備

　　

え、 複数の避難経路を確保すること。

　

（３）火災発生の際は、消火活動と併せて、区画の損傷状況を確認の上、避難経路の

　　

安全を確保すること。

　

（スプリンクラー設備損壊への対応）

第５３条

　

スプリンクラー設備の損壊を想定し、初期消火班を中心に、消火器を使用し

　

て初期対応を確保する。
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２

　

スプリンクラー設備の散水による水損防止措置は、 工作班が中心となって行う。

　

（火災発生時の区画形成）
第５４条

　

区画の損壊等を想定し、 工作班を中心に、 以下のとおり応急措置をとる。

　

（１）建物の損壊や収容物の転倒などによる防火戸・シャッターが自動閉鎖しない場

　　

合等は、 手動で区画形成を行うこと。

　

（２）当該出火区画の閉鎖が困難な場合は、隣接防火戸による二次的な区画形成を行

　　

うこと。

　

（３）防火戸の煙感知器が損壊したことにより閉鎖しない場合は、手動で閉鎖し区画

　　

形成を行うこと。

　

（停電時の対応）
第５５条

　

地震による停電発生を想定し、 工作班を中心に次のとおり対応する。

　

（１）停電に備え、自家発電設備、発動発電機、バッテリー等、相応の容量の非常電

　　

源を確保すること。

　

（２） 夜間の停電に備え、懐中電灯等の照明器具を確保・配備すること。

　

（３）不要電路の遮断等、電気配線等の破損等の火災につながる要因を排除するよう

　

に努めること。

　

（ガス停止時の対応）
第５６条

　

地震によるガス停止を想定し、工作班を中心に、火気設備等を使用する場合

　

は、 漏洩等の確認をする。
２

　

自衛消防活動の長期化に備え、 ガスボンベや灯油等を確保する。

　

（断水時の対応）
第５７条

　

地震による断水に備え、 工作班を中心に、消防用水の容量を確保する。
２

　

漏水時は速やかに閉止し、 被害防止対策をとる。
３

　

自衛消防活動の長期化に備え、 生活用水 （トイレ用も含む） を確保する。

　

（通信障害への対応）
第５８条

　

地震による通信障害に備え、消防機関等への通報手段は、通信回線や無線等

　

の確保を行うなど複線化する。

　

（交通障害への対応）
第５９条

　

交通障害等により、自衛消防活動が長期化した場合には、自衛消防隊員の交
代要員を定める。

　

（地震時の避難方法）
第６０条

　

建物の被害状況等により、以下の基準に基づき避難を行うこととする。

　

（１） 全館一斉避難：学内にいる者全員が同時に避難する。

　　

具体的には、下記（３）①～⑦の事象が単独又は複数で発生し、危険が建物全体

　　

に短時間で波及するおそれがあるとき

　

（２）全館逐次避難：危険階にいる者を優先し、学内にいる者全員が、時間差に配慮

　　

した上で避難する。

　　

具体的には、 下記①～⑦の事象の発生に時間の余裕があるとき

　

（３） 階 （区画） 避難：危険階（区画） から安全な区画へ避難する。
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下記以外の場合に、状況に応じて実施する。

　

ア

　

建物が倒壊する危険が高いとき

　

イ

　

建物全体に危険が及ぶ強い地震発生が予測されるとき

　　

ウ

　

建物で複数階同時出火したとき、 又は、 出火延焼の危険性が高いとき

　

エ

　

建物内の室内散乱が激しく、余震により負傷者発生の危険性が高いとき

　　　

又は、 出火・延焼の危険性が高いとき

　

オ

　

建物内で危険物・ガスが漏出したとき、 又は、 漏出の危険性が高いとき

　

力

　

建物内の防災設備系統が作動しなくなったとき

　

キ

　

出火階の防火区画や防火扉が破損し、火災等の危険事象が他階に及ぼす恐れが

　　　

あるとき

　

（地震時の避難誘導）
第６１条

　

地震時の避難誘導にあたっては、避難誘導班を中心に、次のとおり対応する。
１

　

建物からの避難

　

（１）避難は原則として自衛消防隊長からの指示又は、防災関係機関の避難命令によ

　　

り行うこと。

　

（２）避難誘導班は、建物の倒壊危険等がある場合は、自衛消防隊長の指示に基づき、学

　　

内者を速やかに屋外に避難させ、 避難完了後自衛消防隊長に報告すること。

　

（３）避難誘導班は、自衛消防隊長からの避難指示があるまで、職員や学生等を落ち着か

　　

せ、照明器具や棚等の転倒落下に注意しながら柱の周りや、壁際など安全な場所で待

　　

機させること。

　

（４） 避難誘導班は、自衛消防隊長との連絡が取れない場合は、第６１条に定める基準を

　　

もとに避難の是非を判断すること。

　

（５）屋内の安全確保が出来ない場合は、救助活動等の自衛消防活動と並行して、職員・

　　

学生等を屋外の避難指定場所へ避難させること。

　

（６） エレベーターによる避難は原則として行わないこと。

　

（７）避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯等を活用して避難者に避難方向を知

　　

らせ、 混乱の防止に留意し避難させること。

　

（８） 工作班は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となる物の除去

　　

を行うとともに、 立入禁止区域の設定を行うこと。

　

（９） 負傷者及び逃げ遅れ等について情報を得たときは、 直ちに本部へ連絡する。

　

（１０） 避難終了後は人員点呼を行い、 逃げ遅れの有無を確認し、本部に報告する。

　

（１１） 自力避難困難者は、介助要員が避難の支援を行うこと。

　

（１２） 避難誘導班は、避難者に対し、前各項に従い誘導にあたること。

　

（１３） 自衛消防隊長は、 班長と連携し、 防火対象物全体の避難誘導に努めること。
２

　

避難場所等への避難

　

（１）職員、学生及び患者等の避難誘導にあたっては、携帯用拡声器等を活用し、避

　　

難の際には先頭と最後尾に誘導員を配置すること。

　

（２） 避難場所は、別図屋外避難場所とする。

　

（災害復旧等の活動との調整）
第６２条

　

災害復旧作業に伴う二次災害発生防止のための措置は以下のとおりとする。

　

（１） 工作班は、 施設の点検を行い、亀裂や崩壊等を発見した場合は、速やかに工作

　　

班長に報告し、 応急措置を行うこと。

　

（２） 火気使用設備器具は、 安全を確認した後、使用を再開すること。

　

（３）各点検員及び火元責任者等は、地震後速やかに消防設備等の点検を実施し、異
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常の有無を地区班長に報告すること“点検の結果、使用不能な消防用設備等があ

　　　

った場合は、 必要により代替え、 補強を図ること。

　

（４） 工作班は、 点検の結果、応急措置の内容及び使用制限の内容について工作班長

　　

に報告すること。
２

　

震災後の二次災害発生を防止するために、 防災責任者等は次の措置を行う。

　

（１）火気を使用する設備器具、電気器具等からの火災発生要因の排除又は使用禁止

　　

措置を行うこと。

　

（２）危険物物品からの火災発生要因の排除、安全な場所への移管又は立入禁止措置

　　

を行うこと。
３

　

二次災害の発生に備えて、消防用設備等の使用可否の状況を把握するとともに、使

　

用可能な消火器等を安全な場所に集結しておく。

　　

（建物の使用再開時の措置）
第６３条

　

防火・防災管理者は、復旧又は建物の使用を再開しようとするときは、次に

　

掲げる措置を講じる。

　

（１） 復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育を徹底すること。

　

（２） 復旧作業に係る立入禁止区域を指定するとともに職員等に周知徹底すること。

　

（３）復旧作業と事業活動が混在する場合は、相互の連絡を徹底するとともに監視を

　　

強化すること。

　

（４）復旧作業に伴い、通常と異なる利用形態となる
‐ことから避難経路を明確にする

　　　

とともに職員等に徹底させること。

　

（帰宅困難者対策）
第６４条

　

帰宅困難者の発生に備え、 以下の活動を行う。

　

（１）交通機関の運行状況の把握に努め、学内放送を活用して、学内者に適宜伝達す

　　

ること。

　

（２）交通機関が停止し、業務を停止する場合は、帰宅困難者を避難場所等まで避難

　　

誘導すること。

　

（３）時差退勤は、交通機関への殺到を防ぐため、運行状況を確認した後に実施する

　　

こ と。

第４節

　

その他の災害についての対応

　

（その他の災害についての対応）

第６５条

　

大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり、学内者等の迅速かつ円

　

滑な避難等が必要な場合は、火災・地震等の通報連絡及び避難誘導活動に準じて関係
機関への通報連絡及び避難誘導を実施する。

第４章

　

教育訓練

第１節

　

職員等への教育

　

（管理権原者の教育）
第６６条

　

管理権原者は、 常に防災に関する教育及び自己啓発を心がける。
２

　

管理権原者は、防災講演等、消防機関等が実施する防災関連行事に積極的に参加す

　

る。
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３

　

管理権原者は、防火・防災管理者、自衛消防組織の統括管理者等と定期的に情報交
換を行う。

　

（防火・防災管理者等の教育）
第６７条

　

防火・防災管理者等は、 常に防災に関する教育及び自己啓発を心がける。
２

　

管理権原者は、防火・防災管理者等に対して、消防本部及び消防署を置く市町村に

　

おいて実施する講習及び再講習を受けさせる。
３

　

防火・防災管理者等は、防災に関する講習会等に定期的に参加するとともに、職員
等に対する、 防災講演等を随時開催する。

　

（自衛消防組織の構成員の教育）
第６８条

　

自衛消防組織の統括管理者に就く者は、 令第４条の２の８第３項第１号に

　

規定する講習を受講した有資格者又は消防法施行規則第 ４ 条の２の１３によって統

　

括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者をもって充てる。
２

　

自衛消防組織の本部の各班長に対しては、消防法施行規則第４条の２の１３により

　

統括管理者として必要な学識経験を有すると認められる者を除いて、令４条の２の８

　

第３項第１号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習を受けさせるものとする。
３

　

自衛消防組織の構成員は、 計画的に技術取得・維持のための訓練を実施する。

　

（職員等の教育）
第６９条

　

職員等に対する防火・防災教育は、 防火・防災管理者等が実施する。
２

　

防火・防災教育の内容は、概ね次の項鰍こついて行う。

　

（１） 消防計画について

　

（２） 職員等が守るべき事項について （避難施設の管理、火気管理等）

（３） 火災発生時の対応について
（４） 地震時及びその他の災害等の対応について
（５） その他火災予防上及び自衛消防上必要な事項

　

（ポスター、 パンフレットの作成及び掲示）

第７０条

　

防火・防災管理者は、パンフレットその他の資料を作成するとともに、消防

　

機関から配布されるポスターを見やすい場所に掲示し、 防火・防災の普及を図る。

　

（職員等教育担当者への教育）
第７１条

　

職員等教育担当者は、講習受講等を通じ、 専門知識の習得に努める。

第２節

　

訓練の実施

　

同ーー練の実施）

第７２条

　

防火・防災管理者は、火災、地震等の災害が発生した場合、自衛消防組織が
迅速かつ的確に所定の行動ができるように自衛消防訓練を実施する。

　

闇１１練の実施時期）
第７３条

　

防火・防災管理者は、次により訓練を行う。

　

（１） 訓練の実施時期
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総合訓練 （８月、 １０月）

　

（２） 防火・防災管理者は、 訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。

　

（３） 訓練の参加者

　　

ア 自衛消防組織の要員

　　

イ

　

職員、 パート、 業務委託者、 派遣職員等

　　　

（学内において、勤務している全ての職員が参加できるように、ローテーション

　　　

を組んで参加させること。）

　

（訓練の通知）
第７４条

　

防火・防災管理者は、自衛消防訓練を実施しようとするときは、予め「自衛

　

消防訓練通知書」等により所轄消防署へ通知し、実施時期、訓練内容等について自衛

　

消防要員に周知徹底する。

　

（訓練の内容）
第７５条

　

訓練は、別に作成する実施要領に基づき実施する。

　

（訓練結果の検討）
第７６条

　

防火・防災管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに訓練実施結果について検討
会を開催するとともに、その内容の記録を行い、以後の訓練に反映させる。

　

なお、検討会には原則として訓練に参加した者が出席する。

　

附

　

則

　

この計画は、 平成２１年６月１日から施行する。

　　

附

　

則 （平成２３年６月 ２２日学長裁定）

　

この計画は、 平成２３年６月２２から施行する。

　　

附

　

則 （平成２４年１２月 ３日学長裁定）

　

この計画は、 平成２４年１２月 ４日から施行する。

　　

附

　

則 （平成２６年１２月 ３日学長裁定）

　

この計画は、 平成２６年１２月 ４日から施行する。

　　

附

　

則 （平成２８年

　

４月 １８日学長裁定）

　

この計画は、平成２８年４月１８日から施行し，改正後の消防計画は，平成２８年４月
１日から適用する。

　　

附

　

則 （令和４年 ７月 ２０日学長裁定）

　

この計画は、 令和４年 ７月 ２０日から施行し， 改正後の消防計画は， 令和４年４月
１日から適用する。

　　

附

　

則 （令和６年 ４月 １日学長裁定）

　

この計画は、 令和６年 ４月 １日から施行する。

　　

附

　

則 （令和８年 ４月 １日学長裁定）

　

この計画は、 令和８年 ４月

　

１日から施行する。
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別紙１ーＩ

旭川医科大学における火災発生時の通報連絡体制図

　　

勤務時間内

・火災報知器のボタンを押す
①防災センターに通報する
②中央機械室に通報する
②出火側近者と初期消火にあたる

　　

勤務時間外及び土，日，祝，国民の休日等

・火災報知器のボタンを押す
①防災センター又は事務当直室に通

央機械室へ連絡する
′側近者と初期消火にあたる

①
③

防火・防災管理者

　

（施設課長）

事務局各課 防火・防災管理者
（施設課長）※３

連絡

　　　　

報告 非常放送 学長（管理権限者）

事
事
務
務
局繋長

連絡

　

総務課長

（総務・教務担当）

　　　

刈

　　　

“
電

　　　　　　　　　　　　　　　　

設

　　　　　　　　　　　　

　　

　

　

　
　

　　　　　　　

　

　

　

　　

報告

　

↓
１学長（管理権限者）１

　

病院長
事務局次長
（財務・病院担当）

※Ｉ

　

ＲＩ施設の火災は，ＲＩ施設長，医学部放射線取扱主任者に連絡すること
※２

　

本部隊長等が現場に到着するまでの間
※３

　

不在時は「副学長、次長（総務・教務）、総務課長、施設課長補佐、

　　

防災センター職員」が代行する。





別紙１ー２

旭川医科大学病院における火災発生時の通報連絡体制図

　

勤務時間内

　　

勤務時間外及び土，日，祝，国民の休日等

　　　　　　　

　　

雛織髪繋湯繋属是あたる

「火事だ」
を連呼

こあたる

⑨

出火側近者

　　　　

　

　　　　　　　

　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

火

　　　　

．．′電

　

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　

設

　　　

衛

火‐

　

災管理者

　　　　

事務当直
（施設課長）※３ 内線

　

３１３９

防火‐防災管理者

　

（施設課長）

事務局各課

　　
　　　

　

　

　　

報告

　

↓
ー学長（管理権限者）１

火災出火場所

※Ｉ

　

Ｒー施設の火災は，Ｒー施設長，医学部放射線取扱主任者に連絡すること
※２

　

本部隊長等が現場に到着するまでの間
※３

　

不在時はず副学長、次長（総務・教務）‐総務課長、施設課長補佐、

　　

防災センター職員」が代行する。





別紙２ーＩ

旭川医科大学緊急連絡網

理

　

事

総務課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学 長（管理権限者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副学長・学長補佐
事務局長

事務局次長

　　　　

総務課課長補佐２

　　　　

各課の緊急連絡網にて連絡

（総務・教務担当）

監

　

事

医療事務当直者

　　　　　　　　　

”ムムふ－

　　　　　　　　

－

　

ー

　　　　　　　　　　　　

監査室長

　　　　　　　　

係

　

長直通

　

６９‐３１３９
内線

　　

３１３９

人事課長

　　　　　　　　　　　

各課の緊急連絡網にて連絡

… …－病院 － － －→

　

医療支援課長、医事課長緊急連絡網ま別紙 ２を参照のこと ；

総務課課長補佐ｌ

財務課長

防災センター
直通 ６９‐３１４５

　　　　　　　　

施設課長

　　　　　　　　　　　

各 課 の 緊 急 連 絡網 にて連 絡
内線

　　

３１４２

　　　　　　　

（防火・防災管理者）

学務課長

研究学術情報課長

　　　　　　

図書館長

各課の緊急連絡網にて連絡

非常放送

　　　　

． 各病棟当直医師

　

Ｌ－－－－

　

各診療科長

　

トー－〆

　　　

；

　　

ｉ各病棟オンコール医師：

　

トーＪ馨警醒ｌ

　　　　　　　　　

ｉ

　　

各部当直者

　

トー－－一

　

各担当部長

　

，

　　　

　

　

　 　 　　

　

　

　　　

　
　 　 　 　

　　　　　　　　　　　　　

，

　　

看護部長

　　

－

　　　

．

　　　　　

，

※緊急連絡に即時対応できるよう，各部署において，氏名・住所・電話番号一覧を整備しておくものとする。



別紙２ー２

旭川医科大学病院緊急連絡網

総務課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

病院長

　　　　　　　　　　

副病院長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事務局次長（財務・病院担当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各課の緊急連絡網にて連絡

　　　　　　　　　　　　　　　

総務課課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

医療事務当直者

　　　　　

医療支援課長
直通 ６９‐３１３９

　　　　　　　　　　　　　　　　

各課及病院各部署の緊急連絡網にて連絡内線 ３１３９
医事課長

　　　　　

、 大 学

　　　　　　　

１

　　　　　　　　

１
ーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－“

　　

緊急連絡網は

　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　

：

　

別紙２－１を参照

　

；
緊急連絡先は

　

：

　

学長

　　　

：その他各課の長
理事・副学長
事務局長
事務局次長

　

施設課長
（防火・防災管理者）

（総務・教務担当）

防災センター
直通

　

６９‐３１４５
内線

　　

３１４２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

各課の緊急連絡網に

て連絡

非常放送

　　　　　　

各病棟当直医師

　　　　　　　

各診療科長

　　　　　　

各診療科副科長

　　　　

各担当医師

　　　　　　　　

各病棟オンコール医

各部当直者

　　　　　　　　

各担当部長 各担当副部長

　　　　　

各担当者

当直看護師長

　　　　　　　　

看護部長

　　　　　　　　

副看護部長

　　　　　

副看護部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総務担当

　　　　　　

業務担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

教育担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

患者総合サボー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

トセンター担当
専任リスクマネージャー

各師長

※緊急連絡に即時対応できるよう，各部署において，氏名・住所・電話番号一覧を整備しておくものとする。



別紙３

火災時の避難経路及び避難場所

避

　

難

　

経

　

路 ○

　

廊

　

下

○

　

階

　

段

○

　

屋

　

上

○

　

屋外避難場所

避

　

難

　

場

　

所 （第１次）

０

　

火災発生階の隣接階（地下階を除く）

○

　

火災発生階の直下階（地下階を除く）

○

　

隣接棟

（第２次）

○

　

自衛消防隊長の指定した場所

○

　

屋外避難場所（別図）





別表１

地震発生時の被害想定

被害想定（本学病院、震度６強、地震発生時間午前９時発生）

被害想定と考慮すべき事項 番号 具体的な被害事例 規模／程度 自衛消防隊 備考

建物等の基本被害 建物構造（柱、梁、耐震壁など）主要構造物の被害 被害無し 工作班

２ 外壁、窓ガラス等が落下し、建物周囲に散乱する ５箇所 工作班

３ 内装、天井が落下する 被害無し 工作班

建築設備等の被害 ４ エレベ

　

タ

　

が停止する １基停止 工作班

５ エスカレーターが停止する 被害無し 工作班

６ 空調、衛生設備等の配管が破損する ５箇所 工作班

７ ボイラー、自家発電設備が停止する ｌｏ基停止 工作班

避難施設等の被害 ．８ 扉等がひずみで開閉不能となる ４箇所 避難誘導班

９ 内装材が脱落する １２箇所 避難誘導班

１０ ガラスが破損する １０箇所 避難誘導班

１１ 室内や廊下に煙やほこりが滞留する 被害無し 工作班

１２ 入院患者等が階段等に殺到し、避難が円滑に進まない 被害無し 避難誘導班

消防用設備等の被害 １３ 防火戸、防火シャッターの不作動 １箇所 工作班

１４ スプリンクラー設備の損傷により漏水する ２箇所 工作班

１５ 補助散水栓の配管損傷により漏水する 被害無し 工作班

１６ 床置きの消火器が転倒する 被害無し 初期消火班

収容物等の被害 １７ 室内の物品・備品が転倒・落下する １２０箇所 避難誘導班 安全対策係

１８ 照明器具、換気設備等が落下．する ５箇所 工作班 安全対策係

１９ 事務室の書棚が転倒する １２０箇所 避難誘導班 安全対策係

２０ 医療用機器が移動し、破損する ２箇所 避難誘導班 安全対策係

２１ パーテーションが転倒する ６箇所 工作班 安全対策係

ライフライン等の被害 ２２ 停電で室内の照明が点灯しない 被害無し 工作班

２３ 廊下・階段・ロビー等の照明が点灯しない 被害無し 工作班

２４ 断水で飲料水が出ない ４０箇所 工作班

２５ 断水でトイレが使用できない ４０箇所 工作班

２６ 外線電話が幅接し使用できない ｌｏ％ 通報連絡班

２７ 内線電話・ＰＨＳが機能せず、連絡・確認が出来ない ３０％ 通報連絡班

２８ 消防署へ連絡できない 被害無し 通報連絡班

派生的に生じる被害等 ２９ 厨房から出火 被害無し 初期消火班

３０ 検査室から出火 被害無し 初期消火班

３１ 機械室から出火 被害無し 初期消火班

３２ 厨房からガスの漏洩 被害無し 初期消火班

３３ 電気設備機器からの出火危険 被害無し 初期消火班

３４ 地下の各室内より排煙が必要となる 被害無し 工作班

３５ 不安な状態の患者に対して安心な情報が必要となる ２件 通報連絡班

３６ 外部から治療・避難要請に対応 ２０件 指揮班

人的被害等 ３７ エレベーター内に人が閉じこめられる 被害無し 工作班・救護班

３８ 入院患者が地震による物品の転倒で負傷する 被害無し 救護班

３９ あわてて避難しようとした人が落下物で負傷する ３人 救護班

４０ 地震になれていない人がパニックになる １００人 救護班

４１ 高齢者や子供が恐怖で動けなくなる ２０人 救護班

４２ 災害対策関係機関からの救援要請に対応 ５人 指揮班



別表２ーＩ

消防用設備等自主点検表

点検実施日

　　　　

年

　

月

　　

日

　

～

　

月

　　

日

区

　

分 点

　

検

　

項

　

目 結

　

果 備

　　

考

通報関係

火災発信機のランプ切れは無いか

火災発信機の表示障害になっていないか

火災発信機の操作障害となっていないか

火災発信機の破損・変形は無いか

その他気が付いた点

避難関係

廊下の通路幅は確保されているか

　　

′

階段の通路幅は確保されているか

誘導灯の表示ランプは点灯しているか

誘導灯の表示が物品障害となっていないか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

誘導灯の表示パネルが変色・破損していないか

その他気が付いた点

消火関係

消火栓の前に物が置かれていないか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

消火栓位置表示ランプは点灯しているか

消火栓ホースを伸ばすのに通路障害はないか

消火栓の変形・破損等は無いか

消火器は適正な場所にあるか

消火器の不良は無いか

その他気が付いた点

防火関係

防火戸の閉鎖障害になっていないか

防火戸・枠等の変形はないか

その他気が付いた点

点検者
″

′′

○ ：異常ナシ

△ ：その場で処置

× ：不備・不良

×● ：不備・不良の処置したもの



別表２－２

消防用設備等自主点検表

点検実施日

　　　　

年

　

月

　　

日

　

～

　

月

　　

日

区

　

分 点

　

検

　

項

　

目 結

　

果 備

　　

考

建物関係

一般扉は損傷がなく開閉に支障はないか

照明器具、懸垂物等に損傷、落下の危険はないか

天井からの落下物の恐れはないか

窓、建具の開閉等に不具合はないか

ガラスの破損等はないか

手すりは損傷がなく安全に使用できるか

避難バルコニーの安全は確保されているか

階段各部に歩行上障害となる損傷等はないか

壁のひび割れ、破損、劣化等の損傷はないか

その他気が付いた点

構造体・
工作物関
係

構造躯体へ影響を与える損傷はないか

看板、機器等は構造体に適切に固定されているか

フェンス等に変形、破損等による危険性はないか

その他気が付いた点

　　　　　　　　　　　　

、

屋外関係

非常時避難のために障害になる物はないか

舗装等にひび割れ、段差等はないか

その他気が付いた点

点検者
′′

″

○ ：異常ナシ

△ ：その場で処置

× ：不備・不良

×● ：不備・不良の処置したもの



災害備蓄用品保管一覧

　　　　　　　

別表３－１

番
号

品

　　　

名 規

　　　

格 数量 備

　　　

考 保管場
所

１
１
オールアルミテント
（緊急医療ワンタッチテント）

（有）埼玉通商Ｔ－３６ ２
張
ウェイト１２個付 ⑦

２
災害避難用中型テント
（避難生活用テント） 砂実弟

キヤＨ４ ２
張
ウェイト１２個付 ⑦

３ アノレミＧエベッ ド 多グミルキャ棚７２ ｍ
台
１９ｏｃｍ×６６ｃｍ×４０ｃｍ ①～⑥

４ 折畳式リヤカー 党≦シカゴーホ
ｏし鼎筆０ ３

台
２０吋、ノーハ

ｏンクタイヤ ①②④

５ アルミカート 多グミルキャ加１１ ３
台
耐荷重

　

１２５ｋｇ ③⑥

６ アノレミマツト 至難学 畑鰍 １２０
枚
１，ｏｏｏｎｕｎ×２，ｏｏｏｍｍ×８ｍｍ①～⑥

７
オールウェザーブ

　

フード
ランケツト

　　　　

付き
船山㈱

　　

ポンチョタイプ ５００
枚
１７５ｃｍ×１７５ｃｍ ①～⑥

８
難燃制菌エゴ織毛

　

（機色
布

　　　　　　　　　

マーク）
船山㈱

　　

１．３ｋｇ ５４０
枚

①～⑥

９ 避難施設用マット 船山㈱

　　

クイックマット ４２０
枚
９ｏｃｍ×２００ｃｍ ①～⑥

１０ 防災用垂れ幕 船 山 ㈱

　　

１８０ｃｍ×４５ｃｍ １０
個 避難場所（緑地・白文字）４個，救護所
（赤地・白文字）４鰯，災害対策本部（黄
地・黒文字）２園

①

１１ 石油ストーブ

　　　

対流式 ㈱ コ ロ ナ

　

ＳＬ－６６Ｅ １２
台

①～⑥

１２ パックタ オノレ 船山㈱

　　

１８０匁 ６
箱
５０枚月０パック／箱 ①～⑥

１３ ワンタッチパーテーション ㈱ ニ ー ド

　

ＷＴ－１０ＩＡ ２０
個
４．４ボ（個空間用） ①②

１４ ワンタッチ設営テント ㈱ ニ ー ド

　

ＷＴ－１ ５
張
更衣室、 トイレ用 ②

１５ トイレ防衛袋 船山㈱ ５００
組 （便袋２０枚、汚物保管
袋１枚、 ロ紐１本）／組

①～⑥

１６
避難所用マット
マイノレデイ シー ト

船山㈱ ５
枚
９ｌｏｍｍ×２０ｍＸ８ｍｍ

①～④
⑥

１７

　　　　　　　　

（１００人
災害用食器セット

　

用） 船山㈱

　

曇儀一ル ９０
組 カ ッ プ、 皿、 井、 フォー
クスフｏーン

①～⑥

１８
ボックストイレ
（緊急用組立式簡易トイレ） 船山㈱ １５

個
超耐水ボード紙製 ①⑧⑤

１９ ミネラルウオーター ５年保存水 ３７５
箱
５００ｍｌ×２４本／箱

食堂棟地
下倉庫

２０ ミネラルウオーター ５年保存水 １０５
箱
２Ｌ×６本／箱 食堂棟地

下倉庫



災害備蓄用品保管一覧

　　　　　　　

別表３－２

番
号

品

　　　

名 規

　　　

格 数量 備

　　　

考 保管場
所

２１ 洋風とり雑炊

　　　

サバイバ

　　　　　　　　　

ルフースや
米国オレゴンフリーズドライ社 １０２

缶
１０食分／缶 ③～⑥

２２ 洋風えび雑炊

　　　

サバイバ

　　　　　　　　　

ルフースぐ
米国オレゴンフリーズトライ社 １０２

缶
１０食分／缶 ①～④

２３
チキンシチュー， サバイバ
ク ラ ッカ ー

　　　　

ルフーズ
米国オレゴンフリーズドライ社
（チキンシチュー３缶十クラッカー３缶）／組

３４
組
６０食／組 ①～⑥

２４ おかゆ

　　

；三雲ご－
ホリカフー
ズ㈱ １２５

箱
２００ｇ×２４缶／箱 ①～⑥

２５ ポテ トサラダ

　　　

レスキュー

　　　　　　　　　

フース
ぐ
ホリカフー
ズ㈱ ４２

箱
１０５ｇ×２４缶／箱 ①～⑥

２６
つく ねと野菜の

　　

レスキュー

スープ煮 フーズ
ホリカフー
ズ㈱ ４２

箱
１７５ｇ×２４缶／箱 ①～⑥

２７ 鶏肉うま煮缶

　

ごまず ホリカフーズ㈱ ４２
箱
７０ｇ×２４缶／箱 ①～⑥

２８ いわし梅しそ風味缶
マルノヒチロ食 品

㈱ ３４
箱
１００ｇ×３０缶／箱×２合 ①～⑥

２９ やきとりつくね缶
マルハニチロ食 品

㈱ ４２
箱
６０ｇ×２４缶／箱×２合 ①～⑥

３０ 切り干し大根旨煮

　

小鉢倶
缶

　　　　　　　　

楽 部
マルハニチロ食 品
㈱

　　　　　　　

，
４２
箱
６０ｇ×２４缶／箱×２合 ①～⑥

３１ 災害備蓄用パン 纂なろパ黒豆 ４２
箱
２４缶／箱 ③④

３２ 災害備蓄用パン 楚 なる
パ
オレンジ ４２

箱
２４缶／箱 ⑤⑥

３３ 災害備蓄用パン 鞭なるパブチベール ４２
箱
２４缶／箱 ①⑧

３４

３５

３６

３７

３８

３９

４０





保管庫及び倉庫の設置場所

　　　　　

ＵＨＦ

　　　

　　　　　　

旭川空港◇

学部学生・教職員用第２駐車場（２０９） Ｄ

ｂ

　　　

第３駐車場（１８８）

□

□

病院職員用第１

　

車場（１８２）

円
血
ｍ場ｍ
ｍｍ

　　　　　　　

－丁

　　　　　　　　

［
ａ］

　

　　　　　

　

　　　

　

　　　

　

「

　　　　　　　　　　　

国

Ｑ ＝ □ －

　　　

－
」

　　　　　

１

　　　　　　

ｈ

　　　

弓道場
ー

　　　　　　　　　

‐

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

Ｌ÷ ；

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

－

１１





（自衛消防組織の内部組織の編制） （自衛消防隊本部、本部隊（大学）、地区隊（病院） 編制）

　　　

別表４

組

　　　　　　　　　　　　　

織

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

災害時の任務分担

警 憲 薯謝． 扇
権原者代行副学長（入試・教育・人事．組織担当）ｆ

，．－－
三一一二

　

－１－三雲；ｉ援
施設課長（統括管理者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

消防署との連携及び補佐

・本部隊長代行・補佐者（大学）
副学長（地域医療医育成担当）

　　　　　　　

避難誘導班

　

班長

　　

学務課課長補佐．

　　　　　　　　　　　　

・出火場所の側近者と協力して避難誘導にあたる
次長（総務・教務）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

学務課総務係長

　　　　　　　　　　　　　　

・被害箇所に直行し、避難開始の指示命令の伝達
総務課長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去
施設課長補佐１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．逃げ遅れ、要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助
防災センター職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．救護活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　

工作班

　　　

班長

　　

施設課課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　

・火災発生場所の防火戸、シャッター、ダンパー類の閉鎖確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

施設課施設企画係長

　　　　　　　　　　　　

・非常電源の確保、機器類の運転停止、中央機械室の指揮指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・エレベーター、エスカレーターの非常時の措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の

　　　　　　　　　　　　　　　　　

※１自衛消防業務講習受講者とする。

　　　　　　　　　　　　　　　

除去

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・危険箇所の立入禁止区域の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・スプリンクラー設備等の散水による水害防止措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－通報連絡班 班長

　　

総務課課長補佐３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

総務課総務係長３

　　　　　　　　　　　　　

・被害、避難状況等の情報及び資料の収集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・自衛消防隊長、消防隊長の指示、命令の伝達、本部への報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－初期消火班

　

班長

　　

医事課課長補佐（主）医療支援課課長補佐（副）
．出火場所に直行し、消火器及び屋内消火栓等による消火作業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

医事課収納係長

　　　　　　　　　　　　　　

．消防署との連携及び補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－避難誘導班

　

班長

　　

医療支援課課長補佐

　　　　　　　　　　　　

．出火場所の側近者と協力して避難誘導にあたる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

医療支援課医療支援係長

　　　　　　　　　　

．被害箇所に直行し、避難開始の指示命令の伝達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・逃げ遅れ、要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助

地区隊（病院）

　　　　　　　　　　　　

－■工作班

　　　

班長

　　

施設課課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　

・火災発生場所の防火戸、シャッター、ダンパー類の閉鎖確認

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

施設課施設マネジメント係長

　　　　　　　　　

・非常電源の確保、機器類の運転停止、中央機械室の指揮指導
隊長

　

病院長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・エレベーター・エスカレーターの非常時の措置

副隊長

　

救命救急センター長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

除去

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・危険箇所の立入禁止区域の設定
・地区隊

　

補佐者（病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・スプリンクラ

　

設陥；の散水ｉ－よる水害防止措置
副病院長（患者サービス、ボラ
ンチイア担当）
病院長補佐（職員啓発担当）

　　　　　　

－‐救護班

　　　

班長

　　

救命救急センター長

　　　　　　　　　　　　　

．救護所の設置及び負傷者の救護次長（病院担当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

救命救急副センター長

　　　　　　　　　　　

・救急医薬品の確保
総務課長補佐３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・救急隊との連携、情報の提供施設課長補佐２
防災センター職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一ＲＩ班

　　　

班長

　　

放射線部長

　　　　　　　　　　　　　　　　

・放射能被爆警戒線の設定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

放射線部副部長

　　　　　　　　　　　　　　

・汚染の場合の測定検査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・その他応急措置

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－－危険物班

　　

班長

　　

薬剤部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ボンベ類、引火性薬品類の管理及び指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

副班長

　

薬剤部副部長

　　　　　　　　　　　　　　　

・麻薬等の管理及び指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・消防署への薬品保管状況の情報提供

・自衛消防隊長及び地区隊長の補佐
・消防署への情報提供及び災害現場への誘導等消防署への支援
・その他指揮統制上必要な事項

・被害、避難状況等の情報及び資料の収集
・消防署への通報及び通報の確認（本部のみ）
・自衛消防隊長、…肖防隊長の指示、命令の伝達、地区への連絡

・出火場所に直行しＪ肖火器及び屋内消火栓等による消火作業
・地区で行う消火作業の指揮指導
・消防署との連携及び補佐

自衛消防隊
隊長（防火・防災管理者）
施設課長（統括管理者）

・本部隊長代行・補佐者（大学）
副学長（地域医療医育成担当）
次長（総務・教務）
総務課長
施設課長補佐１
防災センター職員

・出火場所の側近者と協力して避難誘導にあたる
・被害箇所に直行し、避難開始の指示命令の伝達
・非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去
・逃げ遅れ、要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助
・救護活動

・火災発生場所の防火戸、シャッター、ダンパー類の閉鎖確認
・非常電源の確保、機器類の運転停止、中央機械室の指揮指導
・エレベーター、エスカレーターの非常時の措置
・消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の
除去
・危険箇所の立入禁止区域の設定
・スプリンクラー設備等の散水による水害防止措置

・被害、避難状況等の情報及び資料の収集
・自衛消防隊長、消防隊長の指示、命令の伝達、本部への報告

・出火場所に直行し、消火器及び屋内消火栓等による消火作業
・消防署との連携及び補佐

・出火場所の側近者と協力して避難誘導にあたる
・被害箇所に直行し、避難開始の指示命令の伝達
・非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去
・逃げ遅れ、要救護者の確認及び立入禁止区域の設定補助

・火災発生場所の防火戸、シャッター、ダンパー類の閉鎖確認
・非常電源の確保、機器類の運転停止、中央機械室の指揮指導
・エレベーター、エスカレーターの非常時の措置
・消火活動上必要な機器の運転操作及び活動上障害となる物品の
除去
・危険箇所の立入禁止区域の設定
・スプリンクラ

　

設陥；の散水ｉ－よる水害防止措置

隊長

　

病院長
副隊長 救命救急センター長

・地区隊

　

補佐者（病院）
副病院長（患者サービス、ボラ
ンチイア担当）
病院長補佐（職員啓発担当）
次長（病院担当）
総務課長補佐３
施設課長補佐２
防災センター職員

・救護所の設置及び負傷者の救護
・救急医薬品の確保
・救急隊との連携、情報の提供

・放射能被爆警戒線の設定
・汚染の場合の測定検査
・その他応急措置

・ボンベ類、引火性薬品類の管理及び指導
・麻薬等の管理及び指導
・消防署への薬品保管状況の情報提供





別表５
防火・防災管理業務の一部委託状況表

８年２月１日現在

　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

‐

　　　　　

行火・防災管理者の業務委託 鞘ラ衷・防災管理者の業務を第髭蒼へ委託捗雫隣る場脊）

　　　　　　　

□

　

出火防止業務 （火気使用箇所の点検監視など）

　　　　　　　

□

　

避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

　　　　　

範

　

■

　

消防・防災設備等の監視・操作業務

　　　

常 囲 も錆失
地寵纂鰯災醸禦議し誕龍苧テ肖防活動）

　　　

駐

　　　　

口 自衛消防訓練指導

　　

方

　　　　

□

　

その他 （

　　　　　　　　　

）

　　　　　　　

常駐場所

　　　　　　　　　　　　

病院１階 防災セ ンター

　

法

　

方 常駐人員

　　　　　　　　　　　　

５名

　

受

　　　　

法

　

委託する防火対象物の区域

　　　

大学・病院託
蓄

　　　

委託する時間帯

　　　　

灘寺間

　

行

　　　　　

ロ

　

出火防止業務 （火気使用箇所の点検監視など）

品

　　　

□ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
火

　　　　

範

　

口

　

消防・防災設備等の監視・操作業務

　

・

　　　　　　

口

　

火災、 地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動

　

防

　

巡

　

囲

　　　

□初期消火

　

□通報連絡

　

□その他 （

　　　　　

）

　

誉

　

回

　　

□ 自衛消防訓練指導

藁 方

　　

□ その他 （

　　　　

）

　　　　　　

巡回回数
薄

　

式

　

方 巡回人員

馨

　

法 委託する防火対象物の区域

芽

　

－ 委託する時間帯

法 通報登録番号

　　　

逓範目渠夏蓬擾篇鴛覆覇禦選健＆ 自衛消防活動

　

璽 囲 。 憂 欝
火 □通報連絡 デその他（

　　

）

　　　　　　

現場確認要員の待機場所

　

報

　

方 到着所要時間

　　

方

　

法

　

委託する防火対象物の区域

　　

式 委託する時間帯

（備考）「受託者の行う防火・防災管理業務の範囲」 については、該当する項目の□に／印を付する。





屋

　

外

　

避

　

難

　

場

　

所

　　　　　　

旭川空港。

学部学生・教職員用第２駐車場（２０９） Ｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学部学 教職員用

ドー÷÷一Ｄ

　　　

第３駐車場（，８８）

　　　　　

第３，

　

場

　

来院者用
第２駐車場（３７３）

国璽堅謡扉国

□

□
緑が丘
テラス

病院職員用第１

　

車場（１８２）

Ｑ ヘリボー｛

　
　
　　　　　

　　　　　　　

－丁

　

口 □

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．
」 → －

」

　　　　　　　　

弓道場




